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令和３年度岐阜県障害福祉サービス等情報公表制度への対応について（依頼） 

 

 

障害福祉サービス等情報公表制度については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律及び児童福祉法により、障がい者及び障がい児の保護者が指定障害

福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の提供するサービスを適切に選択

できるようにするために、事業者が提供するサービスについての情報を公表することとさ

れています。 

つきましては、別添のとおり本県における今年度の実施要綱を定め、実施しますので通

知します。 

各事業者様におかれましては、当実施要綱に基づき、公表事項に係る情報を下記のとお

りご報告くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対象 

 全ての障害福祉サービス提供事業者 

 ※公表事項に係る情報について確認いただき、必ず更新作業（WAM NET 上で「承

認者へ申請する」ボタンを押下）を実施願います。 

 

２ 報告期限 

  ①令和３月４月１日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者 

   令和３年７月３１日 

  ②令和３月４月１日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者 

   当該事業者指定を受けた日から１か月以内 



 

 ３ 報告方法・内容 

   別添「令和３年度岐阜県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱」参照 
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